
三戸警察署

所在地交番

２２－１１３５

青森県警察では、年末に発生の増加が懸念される犯罪や事故等を未然に防
止し、県民の日常生活の安全と平穏を確保することを目的に、「年末特別警戒
活動」を実施します。
警戒活動に対する御理解と御協力をお願いします。
【特別警戒取締り期間（２０日間）】

令和６年１２月１２日（木）から令和６年１２月３１日（火）まで

【犯罪防止対策】
強盗対策

〈自宅〉 外周の見通しを良くする、在宅中も鍵を掛ける
〈店舗〉 強盗模擬訓練の実施、店舗内外の見回りによる警戒

お客様への積極的な声掛け
〈共通〉 防犯カメラ、通報装置など防犯機器の整備・点検

特殊詐欺対策
電話やメール、ＳＮＳでのお金の話は詐欺を疑い、家族や知人、警察に相談しましょう！

青森県内の発生状況
認知件数 ８３件
被害金額 １億３２３２万円
三戸警察署管内の発生状況
認知件数 １件

（１１月２４日現在）

◇パソコンのウイルス除去名目の手口
ウソの画面を表示させ、修理代とし
て電子マネーをだまし取る

◇副業をかたる手口
ウソの副業を持ちかけ、手数料をだ
まし取る

これから忘新年会のシーズンです！！
県民の皆様一人ひとりが、「飲酒運転

は絶対しない、させない」ことを徹底し、
飲酒運転の根絶を図りましょう！
自動車の運転者だけでなく、飲酒運転

するおそれのある者への
車両提供行為
酒類の提供行為
飲酒運転車両への同乗

にも罰則があります。


